
 

 
 

 

2019年 1月 23日 

 

 

「認知症保険」取り扱いのお知らせ 

 

 

筑波銀行（頭取：藤川 雅海、本店：茨城県土浦市）は、このたび、認知症保険の取り扱いを開始し

ますので、下記のとおりご案内いたします。 

本商品は、主契約は骨折治療保険ですが、軽度認知障害や認知症と診断されると一時金をお受け取り

になれるほか、災害により死亡された際には、災害死亡給付金をお受け取りになれます。 

また、３つの特約（介護一時金特約、介護年金特約、保険料免除特約）も用意されており、お客様の

ニーズに合った商品となっております。 

当行は、今後とも、取扱商品の充実を図り、お客様の幅広いニーズにお応えしてまいります。 

 

                     

                    記 

 

１． 取扱開始日 

  2019年 1月 28日（月） 

 

２． 取扱商品・引受保険会社 

    「笑顔をまもる認知症保険」・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 

    ※詳細は販売用資料をご覧ください。 

 

３． 主な特徴 

（１） 軽度認知障害、認知症と診断されると、一時金をお受け取りになれます。 

（２） 災害により死亡された場合は、災害死亡給付金をお受け取りになれます。 

（３） ３つの特約（介護一時金特約・介護年金特約・保険料免除特約）を付加できます。 

                                         以 上 

     

 

 

 

 

 

 

 

報道機関のお問合せ先 

筑波銀行 総合企画部広報室 鴨志田 内線 3730 

℡ 029－859－8111 
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